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事
や
修
繕
で
、
そ
の
内
容
が
軽
易
な

も
の
（
予
定
価
格
が
1
3
0
万
円

以
下
の
も
の
）
に
つ
い
て
、
契
約
を

希
望
す
る
方
を
登
録
し
、
町
内
業
者

の
受
注
機
会
の
拡
大
を
図
り
ま
す
。

【
受
付
期
間
】
3
月
15
日
（
木
）
～

29
日
（
木
）
9
時
～
12
時
・
13
時
～

16
時
（
土
日･

祝
日
は
除
く
）

【
受
付
場
所
・
問
合
せ
】
建
設
部
土

木
課
庶
務
係
☎
9
4
5

・

4
4
1
5

（
担
当
：
石
嶺
）

※
提
出
要
領
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
期
間
後
半
は
混
み
合
い
ま
す
の

で
、
早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第

11
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
期
間
、

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
縦

覧
を
行
い
ま
す
。

【
縦
覧
期
間
】
2
月
23
日
（
木
）
～

3
月
8
日
（
木
）
15
日
間

【
縦
覧
場
所
】
町
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
（
総
務
部
総
務
課
内
）

【
問
合
せ
】
町
選
挙
管
理
委
員
会

☎
9
4
5

・

5
0
1
1

　

中
小
企
業
者
の
み
な
さ
ん
が
他
社

と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
下
の

よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

【
組
合
設
立
の
メ
リ
ッ
ト
】

１
．
取
引
条
件
の
改
善
、
販
売
促
進
、

務
扶
助
料
、
遺
族
年
金
等
の
年
金
を

受
け
る
ご
遺
族
が
亡
く
な
る
な
ど
し

た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
21
年
4
月
1

日
時
点
で
年
金
給
付
の
受
給
権
者
が

い
な
い
場
合
に
、
戦
没
者
の
死
亡
当

時
の
ご
遺
族
で
最
も
先
順
位
の
ご
遺

族
一
人
に
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

【
支
給
内
容
】
額
面
24
万
円
、
6
年

償
還
の
記
名
国
債

【
請
求
期
間
】
平
成
24
年
4
月
2
日

ま
で

【
問
合
せ
】
福
祉
部
福
祉
課
援
護
係

☎
9
4
5

・

5
3
1
1

　

｢

交
通
災
害
共
済
」
と
は
加
入
者

相
互
の
助
け
合
い
を
合
言
葉
に
、
わ

ず
か
な
掛
金
を
支
払
う
こ
と
で
万
が

一
交
通
事
故
に
あ
っ
た
場
合
、
見
舞

金
が
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。
交
通

戦
争
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
ほ
ど

交
通
事
故
が
多
発
し
、
い
つ
ど
こ
で

事
故
に
巻
き
込
ま
れ
る
か
わ
か
ら
な

い
今
日
、
ぜ
ひ
ご
家
族
み
な
さ
ん
で

　

17
ペ
ー
ジ
の
左
枠
で
ご
案
内
し
て

い
る｢

町
内
相
談
機
関｣

の
開
催
に

つ
い
て
、
3
月
は
一
部
で
日
程
の
変

更
が
あ
り
ま
す
。
今
月
に
限
り
、
次

の
日
程
で
の
開
催
に
な
り
ま
す
の

で
、
ご
利
用
の
際
は
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

【
窓
口
相
談
】
3
月
13
日
（
火
）、
3

月
27
日
（
火
）
10
時
～
16
時

【
法
律
相
談
】
3
月
27
日
（
火
）
14

時
～
17
時　

※
要
事
前
予
約

【
採
用
要
件
】
西
原
町
に
住
所
を
有

し
、
児
童
福
祉
司
任
用
資
格
要
件
所

持
者
も
し
く
は
児
童
福
祉
に
関
す
る

経
験
及
び
知
識
を
有
す
る
者
。

【
提
出
書
類
】
自
筆
履
歴
書
1
通
（
写

真
貼
付
）、
に
児
童
福
祉
司
任
用
資

格
要
件
を
満
た
す
書
類
（
卒
業
証
明

書
、
成
績
証
明
書
等
）
を
付
け
て
提

出
。

【
提
出
先
・
問
合
せ
】総
務
部
総
務
課

☎
9
4
5

・

5
0
1
1

「
グ
ッ
ジ
ョ
ブ
相
談
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
巡
回
相
談
3
月
9
日
（
金
）
　

町
役
場
で
開
催
〈
問
い
合
わ
せ
：
建
設
部
産
業
課 

☎
9
4
5
・
4
5
4
0
〉

事 務 所 移 転 し ま し た !
借金問題、相続、遺言、後見人等お気軽にご相談ください。（予約制）
（借金問題は初回相談無料です。）
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完全個室の相談ブース完備。
秘密厳守でゆったりとした

相談ができます! きゃん事務所

～
運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
さ
れ
た

方
や
、
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書

を
お
持
ち
で
な
い
方
へ
～

　

｢

写
真
付
き
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド｣

は
、
運
転
免
許
証
と
同
等
に
公

的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
ご
利
用
で

き
ま
す
。
行
政
窓
口
で
の
本
人
確
認

や
銀
行
等
で
の
本
人
確
認
書
類
と
し

て
使
用
で
き
る
た
め
、
大
変
便
利
で

す
。
詳
し
く
は
、
総
務
部
町
民
生
活

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
総
務
部
町
民
生
活
課

☎
9
4
5

・

5
0
1
2

　

西
原
町
手
話
通
訳
者
等
派
遣
事
業

の
手
話
奉
仕
員
と
し
て
登
録
す
る
こ

と
を
目
的
に
、活
動
す
る
に
必
要
な
知

識
及
び
技
能
を
審
査
す
る
た
め
、
筆

記
及
び
実
技
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

【
受
験
資
格
】

１　

手
話
奉
仕
員
養
成
課
程
修
了
者

２　

手
話
奉
仕
員
養
成
課
程
修
了
者

　

と
同
等
の
知
識
及
び
技
術
を
有
す

　

る
者

３　

登
録
時
に
満
20
歳
に
達
し
て
い

　

る
者

【
試
験
日
】
3
月
15
日
（
木
）
14
時

～
16
時

【
申
込
締
切
】
3
月
9
日
（
金
）

【
合
否
発
表
】
3
月
末
日
。
郵
送
で

発
表
。

【
試
験
内
容
】筆
記
試
験
・
実
技
試
験

（
読
取
）
テ
レ
ビ
画
面
に
提
示
さ
れ

る
手
話
を
日
本
語
に
訳
出

（
表
現
）
日
本
語
の
音
声
を
手
話
に

訳
出

【
試
験
会
場
】
西
原
町
社
会
福
祉
協

議
会
研
修
室

【
提
出
書
類
】
登
録
申
請
書
（
登
録

申
請
書
は
福
祉
部
介
護
支
援
課
に
あ

り
ま
す
。）

【
申
込
先
】
福
祉
部
介
護
支
援
課
障

害
支
援
係
☎
9
4
5

・

5
0
1
3

　

西
原
町
が
発
注
す
る
小
規
模
な
工

　

資
金
調
達
の
円
滑
化
、
情
報
・
技

　

術
・
人
材
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
等

　

の
充
実
、
生
産
性
の
向
上
等
に
よ

　

り
経
営
の
近
代
化
・
合
理
化
を
図

　

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
．
沖
縄
県
で
は
中
小
企
業
組
合
の

　

た
め
の
県
単
融
資
制
度
（
組
織
強

　

化
育
成
資
金
）
を
設
け
て
お
り
、

　

低
利
で
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
で

　

き
る
。

３
．
中
小
企
業
の
個
々
の
意
見
や
要

　

望
事
項
を
組
合
で
ま
と
め
る
こ
と

　

に
よ
り
、
国
等
の
施
策
に
反
映
さ

　

せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、

　

組
合
を
通
じ
て
よ
り
多
く
の
中
小

　

企
業
施
策
を
利
用
す
る
こ
と
が
可

　

能
に
な
る
。

　

組
合
を
設
立
し
た
い
と
考
え
て
い

る
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

【
問
合
せ
】
沖
縄
県
中
小
企
業
団
体

中
央
会
（
那
覇
市
小
禄
1
8
3
1

番
地
1
沖
縄
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー

6
0
5
）

☎
0
9
8

・

8
5
9

・

6
1
2
0

　

｢

シ
ベ
リ
ア
強
制
抑
留
者｣

の
み

な
さ
ま
に
対
し
て
、
特
別
給
付
金
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

【
請
求
の
受
付
期
限
】
3
月
31
日
（
消

印
有
効
）

【
請
求
資
格
】
平
成
22
年
6
月
16
日
に

存
命
で
、日
本
国
籍
を
有
す
る
方
（
同

日
に
な
く
な
っ
た
方
は
相
続
人
）。

【
問
合
せ
】
独
立
行
政
法
人
平
和
祈

念
事
業
特
別
基
金

☎
0
5
7
0

・

0
5
9

・

2
0
4
（
ナ

ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）（
IP
電
話
、
P
H
S
か

ら
は
0
3

・

5
8
6
0

・

2
7
4
8
）

9
時
～
18
時
（
土
日
、
祝
日
を
除
く
）

　

平
成
17
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
21

年
3
月
31
日
の
間
で
、
戦
没
者
（
昭

和
6
年
9
月
18
日
以
後
の
公
務
又
は

勤
務
関
連
傷
病
に
よ
り
死
亡
し
た
軍

人
、
軍
属
、
準
軍
属
）
に
か
か
る
公

｢

町
内
相
談
機
関｣
の
3
月

の
日
程
に
つ
い
て

ご
加
入
く
だ
さ
い
。

【
共
済
掛
金
】
１
年
間
ご
と
に
加
入

者
1
人
に
つ
き　

5
0
0
円

【
申
込
受
付
期
間
】
3
月
１
日
（
木
）

～
3
月
30
日
（
金
）
※
4
月
2
日
以

降
も
随
時
受
付

【
共
済
期
間
】
平
成
24
年
4
月
1
日

～
平
成
25
年
3
月
31
日

　

た
だ
し
、4
月
2
日
以
降
に
加
入
さ

れ
る
方
は
、加
入
申
込
を
受
理
し
た
日

の
翌
日
か
ら
開
始
と
な
り
ま
す
。

【
申
込･

問
合
せ
】
総
務
部
総
務
課

☎
9
4
5

・5
0
1
1（
内
線
1
1
5
）

申
込
書
（
広
報
紙
と
一
緒
に
配
布
）

に
掛
金
を
添
え
て
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。 農

業
委
員
会
委
員
選
挙
人

名
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

平
成
24･

25
年
度
小
規
模
工

事
等
契
約
希
望
者
登
録
申
請

受
付
に
つ
い
て

家
庭
相
談
業
務
嘱
託
員
の

募
集

写
真
付
き
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
に
つ
い
て

西
原
町
手
話
通
訳
者
等
派
遣

事
業
登
録
試
験
実
施
要
項

中
小
企
業
組
合
を
設
立
し

て
み
ま
せ
ん
か
？

シ
ベ
リ
ア
強
制
抑
留
者
の

み
な
さ
ま
へ

【
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す
】

第
9
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求

に
つ
い
て

沖
縄
県
町
村
交
通
災
害
共
済

組
合
へ
の
加
入
に
つ
い
て


